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【Ⅲ－７ 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達

不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進－⑨】 

⑨ 歯科医師と歯科技工士の連携の推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、歯科技工士連
携加算の評価の範囲や施設基準を見直すとともに、補綴物が円滑に製作・
委託できるよう、歯冠修復及び欠損補綴の評価や取扱いを見直し、明確
化する。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．歯科技工士連携加算の評価の範囲や施設基準を見直す。  
 

改 定 案 現   行 

【補綴時診断料】 

［算定要件］ 

注１・２ （略） 

３ １について、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、区分番号Ｍ０１７－２に掲

げる高強度硬質レジンブリッ

ジ、区分番号Ｍ０１７－３に掲

げるチタンブリッジ又は区分番

号Ｍ０１８－２に掲げる３次元

プリント有床義歯を製作するこ

とを目的として、歯科医師が歯

科技工士に対面で意見を求め、

その内容を踏まえて、補綴時診

断を行った場合には、歯科技工

士連携加算１として、60点を所

定点数に加算する。ただし、同

時に２以上の新たな欠損補綴に

ついて説明を行った場合であっ

ても、歯科技工士連携加算１は

１回として算定する。 

４ １について、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

【補綴時診断料】 

［算定要件］ 

注１・２ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、区分番号Ｍ０１７－２に掲

げる高強度硬質レジンブリッ

ジ、区分番号Ｍ０１７－３に掲

げるチタンブリッジ又は区分番

号Ｍ０１８－２に掲げる３次元

プリント有床義歯を製作するこ

とを目的として、歯科医師が歯

科技工士に情報通信機器を用い

て意見を求め、その内容を踏ま

えて、補綴時診断を行った場合

には、歯科技工士連携加算２と

して、80点を所定点数に加算す

る。ただし、同時に２以上の新

たな欠損補綴について説明を行

った場合であっても、歯科技工

士連携加算２は１回として算定

する。 

５ 注３及び注４に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２について、同一の

補綴物の製作に当たって、区分

番号Ｍ００３に掲げる印象採得

の注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は、同日に行った

場合を除き、別に算定する。 

６ 注３及び注４に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は、１装置につ

き、いずれか１つのみ算定す

る。 

７・８ （略） 

 

【印象採得】 

［算定要件］ 

注１ １について、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、前歯部の歯冠補綴物又はブ

リッジを製作することを目的と

して、前歯部の印象採得を行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

３・４ （略） 

 

【印象採得】 

［算定要件］ 

注１ １について、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、区分番号Ｍ０１１に掲げる

レジン前装金属冠、区分番号Ｍ

０１１－２に掲げるレジン前装
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に当たって、歯科医師が歯科技

工士とともに対面で色調採得及

び口腔内の確認等を行い、当該

補綴物の製作に活用した場合に

は、歯科技工士連携加算１とし

て、60点を所定点数に加算す

る。ただし、同時に２以上の補

綴物の製作を目的とした印象採

得を行った場合であっても、歯

科技工士連携加算１は１回とし

て算定する。 

 

 

 

 

２ １について、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、前歯部の歯冠補綴物又はブ

リッジを製作することを目的と

して、前歯部の印象採得を行う

に当たって、歯科医師が歯科技

工士とともに情報通信機器を用

いて色調採得及び口腔内の確認

等を行い、当該補綴物の製作に

活用した場合には、歯科技工士

連携加算２として、80点を所定

点数に加算する。ただし、同時

に２以上の補綴物の製作を目的

とした印象採得を行った場合で

あっても、歯科技工士連携加算

２は１回として算定する。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

チタン冠又は区分番号Ｍ０１５

－２に掲げるＣＡＤ／ＣＡＭ冠

を製作することを目的として、

前歯部の印象採得を行うに当た

って、歯科医師が歯科技工士と

ともに対面で色調採得及び口腔

内の確認等を行い、当該補綴物

の製作に活用した場合には、歯

科技工士連携加算１として、60

点を所定点数に加算する。ただ

し、同時に２以上の補綴物の製

作を目的とした印象採得を行っ

た場合であっても、歯科技工士

連携加算１は１回として算定す

る。 

２ １について、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関におい

て、区分番号Ｍ０１１に掲げる

レジン前装金属冠、区分番号Ｍ

０１１－２に掲げるレジン前装

チタン冠又は区分番号Ｍ０１５

－２に掲げるＣＡＤ／ＣＡＭ冠

を製作することを目的として、

前歯部の印象採得を行うに当た

って、歯科医師が歯科技工士と

ともに情報通信機器を用いて色

調採得及び口腔内の確認等を行

い、当該補綴物の製作に活用し

た場合には、歯科技工士連携加

算２として、80点を所定点数に

加算する。ただし、同時に２以

上の補綴物の製作を目的とした

印象採得を行った場合であって

も、歯科技工士連携加算２は１

回として算定する。 

３ 注１に規定する加算を算定し

た場合には、当該補綴物につい

て、注２に規定する加算並びに

区分番号Ｍ００６に掲げる咬合

採得の注１及び注２並びに区分

番号Ｍ００７に掲げる仮床試適

の注１及び注２に規定する歯科
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３ 注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２について、同一の

補綴物の製作に当たって、区分

番号Ｍ０００に掲げる補綴時診

断料の注３及び注４並びに区分

番号Ｍ００６に掲げる咬合採得

の注１並びに注２に規定する歯

科技工士連携加算１及び歯科技

工士連携加算２は、同日に行っ

た場合を除き、別に算定する。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は、１装置につ

き、いずれか１つのみ算定す

る。 

 

【光学印象】 

［算定要件］ 

注１・２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、区分番号

Ｍ０１５－２に掲げるＣＡＤ／

ＣＡＭ冠又は区分番号Ｍ０１５

－３に掲げるＣＡＤ／ＣＡＭイ

ンレーを製作することを目的と

して、光学印象を行うに当たっ

て、歯科医師が歯科技工士とと

もに対面で口腔内の確認等を行

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は別に算定できな

い。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 注２に規定する加算を算定し

た場合には、当該補綴物につい

て、注１に規定する加算並びに

区分番号Ｍ００６に掲げる咬合

採得の注１及び注２並びに区分

番号Ｍ００７に掲げる仮床試適

の注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は別に算定できな

い。 

（新設） 

 

 

 

 

 

【光学印象】 

［算定要件］ 

注１・２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、区分番号

Ｍ０１５－３に掲げるＣＡＤ／

ＣＡＭインレーを製作すること

を目的として、光学印象を行う

に当たって、歯科医師が歯科技

工士とともに対面で口腔内の確

認等を行い、当該修復物の製作

に活用した場合には、光学印象
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い、当該修復物又は補綴物の製

作に活用した場合には、歯科技

工士連携加算１として、60点を

所定点数に加算する。ただし、

同時に２以上の修復物又は補綴

物の製作を目的とした光学印象

を行った場合であっても、歯科

技工士連携加算１は１回として

算定する。 

４ 別に厚生労働大臣が定める施 

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、区分番号

Ｍ０１５－２に掲げるＣＡＤ／

ＣＡＭ冠又は区分番号Ｍ０１５

－３に掲げるＣＡＤ／ＣＡＭイ

ンレーを製作することを目的と

して、光学印象を行うに当たっ

て、歯科医師が歯科技工士とと

もに情報通信機器を用いて口腔

内の確認等を行い、当該修復物

又は補綴物の製作に活用した場

合には、歯科技工士連携加算２

として、80点を所定点数に加算

する。ただし、同時に２以上の

修復物又は補綴物の製作を目的

とした光学印象を行った場合で

あっても、歯科技工士連携加算

２は１回として算定する。 

５ 注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は、１装置につ

き、いずれか１つのみ算定す

る。 

 

【咬合採得】 

［算定要件］ 

注１・２ （略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

歯科技工士連携加算として、50

点を所定点数に加算する。ただ

し、同時に２以上の修復物の製

作を目的とした光学印象を行っ

た場合であっても、光学印象歯

科技工士連携加算は１回として

算定する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

【咬合採得】 

［算定要件］ 

注１・２ （略） 

 ３ 注１に規定する加算を算定し

た場合には、当該補綴物につい

て、注２に規定する加算並びに

区分番号Ｍ００３に掲げる印象

採得の注１及び注２並びに区分

番号Ｍ００７に掲げる仮床試適



713 

 

 

 

 

 

 ３ 注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２について、同一の

補綴物の製作に当たって、区分

番号Ｍ００３に掲げる印象採得

の注１及び注２並びに区分番号

Ｍ００７に掲げる仮床試適の注

１並びに注２に規定する歯科技

工士連携加算１及び歯科技工士

連携加算２は、同日に行った場

合を除き、別に算定する。 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 注１並びに注２に規定する歯

科技工士連携加算１及び歯科技

工士連携加算２は、１装置につ

き、いずれか１つのみ算定す

る。 

 

【仮床試適】 

［算定要件］ 

注１・２ （略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は別に算定できな

い。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 注２に規定する加算を算定し

た場合には、当該補綴物につい

て、注１に規定する加算並びに

区分番号Ｍ００３に掲げる印象

採得の注１及び注２並びに区分

番号Ｍ００７に掲げる仮床試適

の注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は別に算定できな

い。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

【仮床試適】 

［算定要件］ 

注１・２ （略） 

３ 注１に規定する加算を算定し

た場合には、当該補綴物につい

て、注２に規定する加算並びに

区分番号Ｍ００３に掲げる印象

採得の注１及び注２並びに区分

番号Ｍ００６に掲げる咬合採得

の注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は別に算定できな

い。 
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３ 注１並びに注２に規定する歯

科技工士連携加算１及び歯科技

工士連携加算２について、同一

の補綴物の製作に当たって、区

分番号Ｍ００６に掲げる咬合採

得の注１並びに注２に規定する

歯科技工士連携加算１及び歯科

技工士連携加算２は、同日に行

った場合を除き、別に算定す

る。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 注１並びに注２に規定する歯

科技工士連携加算１及び歯科技

工士連携加算２は、１装置につ

き、いずれか１つのみ算定す

る。 

 

［施設基準］ 

三の二 補綴時診断料、印象採得、

光学印象、咬合採得及び仮床試適

の歯科技工士連携加算１及び歯科

技工士連携加算２の施設基準 

(１) 歯科技工士連携加算１の施

設基準 

 

イ 歯科技工士を配置している

こと又は他の歯科技工所との

連携体制が確保されているこ

と。 

ロ 歯科技工士の負担の軽減及

び処遇の改善に資する体制が

整備されていること。 

ハ イの連携体制に関する事項

等について、当該保険医療機

関の見やすい場所に掲示して

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 注２に規定する加算を算定し

た場合には、当該補綴物につい

て、注１に規定する加算並びに

区分番号Ｍ００３に掲げる印象

採得の注１及び注２並びに区分

番号Ｍ００６に掲げる咬合採得

の注１及び注２に規定する歯科

技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２は別に算定できな

い。 

（新設） 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

二の二 印象採得、咬合採得及び仮

床試適の歯科技工士連携加算１及

び歯科技工士連携加算２の施設基

準 

(１) 歯科技工士連携加算１及び

光学印象歯科技工士連携加算

の施設基準 

歯科技工士を配置している

こと又は他の歯科技工所との

連携が確保されていること。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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いること。 

ニ ハの掲示事項について、原

則として、ウェブサイトに掲

載していること。 

(２) 歯科技工士連携加算２の施

設基準 

イ （１）のイからニまでの全

てを満たしていること。 

 

ロ 情報通信機器を用いた歯科

診療を行うにつき十分な体制

が整備されていること。 

（新設） 

 

 

 

(２) 歯科技工士連携加算２の施

設基準 

イ 歯科技工士を配置している

こと又は他の歯科技工所との

連携が確保されていること。 

ロ 情報通信機器を用いた歯科

診療を行うにつき十分な体制

が整備されていること。 

 
２．補綴物が円滑に製作・委託できるように、歯冠修復及び欠損補綴の

通則５について、保険医療機関と歯科技工所の相互の連携に基づき行
う旨を明確化する。 

 

改 定 案 現   行 

【歯冠修復及び欠損補綴（通則）】 

［算定留意事項］ 

１～４（略） 

（削除） 

５～８（略） 

９ 「通則５」について、保険医療

機関においては、その趣旨を踏ま

え、歯科技工の委託に当たって、

製作技工に要する費用及び製作管

理に要する費用の決定について

は、保険医療機関と歯科技工所の

相互の連携に基づき行うこと。 

10～21 （略） 

【歯冠修復及び欠損補綴（通則）】 

［算定留意事項］ 

１～４（略） 

５ （略） 

６～９（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

10～21 （略） 

 

  


